










　焼き尽くされた岩川町一帯
爆心地より南へ800m 付近（撮影：小川虎彦氏）　
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3 　核兵器の抑止力

　相手国が攻撃してきた場合、核兵器で反撃すると
いう姿勢を見せることによって相手国の攻撃を思い
とどまらせようとすることを、核兵器の抑止力とい
います。しかし、抑止力に固執すると、お互いに相
手国より強力な核兵器を保有したり開発しようとす
るために、逆に核兵器による攻撃の危険性が高まる
可能性があります。

4 　後障害

　原爆の放射線障害は急性障害と後障害に分けられ
ます。急性障害は大量の放射線を浴びたときに出る
症状で、嘔吐、下痢、発熱、皮下出血などを発症し
たのちに多くの人が死亡しました。
　後障害は、被爆して数年から数十年してから現れ
る障害で、ガンや白血病、白内障などがあります。

5 　アメリカとロシアの核兵器削減の条約

　2009年（平成21年）12月に失効した、「第1次戦略
兵器削減条約（START1）」の後継条約として、2010
年（平成22年）4月8日、チェコのプラハにおいて、
新しい「戦略兵器削減条約」に調印し、2011年（平成
23年）2月5日にドイツのミュンヘンにおける批准書
交換により発効しました。

　この条約は、両国は発効後７年以内に、それぞれ
配備済み戦略核弾頭総数を1,550に、戦略核運搬手
段総数を800（内配備済は700）に削減するよう義務
付けています。
　また、同条約は射程の長い戦略核に限られており、
射程の短い戦術核の削減につながるかはわからず、
今後の課題は少なくありません。
　それでも、２大核保有国のアメリカとロシアがそ
ろって世界に核削減の意思を示したという点では、
歴史的な意義があります。

6 　模擬核実験

　模擬核実験とは、臨界前核実験や新型の核性能実
験などの核爆発を伴わない実験のことで、保有核兵
器の安全性と有効性を調べる目的で実施されます。
　臨界前核実験とは、高性能火薬を爆発させ、原爆
の爆発前と同じように衝撃波でプルトニウムを圧縮
し、臨界に達する前までの状態を実験し、得られた
データをコンピューターなどで分析して、プルトニ
ウムの劣化の度合いなど核兵器の性能を検証するも
のです。
　新型の核性能実験とは、世界で最も強いエックス
線を発生させる装置を用いて、核兵器が爆発した時
のような超高温、超高圧の状態をつくり、プルトニ
ウムの反応を調べるもので、アメリカでは昨年11月
と今年3月の2度実験していたことが判明しました。
核爆発を伴わない点では臨界前核実験と同じです
が、核実験場を必要とせず、火薬を使わないという
特徴があります。
　なお、アメリカは、これらの実験は核爆発を起こ
さないので、包括的核実験禁止条約（CTBT）の対
象となっていないとして、長崎市などの再三の抗議
にもかかわらず、1997年7月以降現在までに発表さ
れたものだけでも28回の実験を繰り返しています。

ことばの解説
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7 　核兵器禁止条約（NWC）

　核兵器の開発、実験、製造、配備、使用をすべて
禁止して、また、現在、保有している核兵器を解体
して使えなくする条約です。
　核兵器禁止条約は、国際司法裁判所が1996年（平
成8年）に「核兵器の使用・威嚇は一般的に国際法
に違反する」とした勧告的意見が始まりとなりまし
た。
　1997年（平成9年）に国際反核法律家協会など３
団体が、「核兵器は違法」とする考えにもとづいて、
モデル核兵器禁止条約の案を発表し、同じ年にコス
タリカ政府が国連に提出しました。
　2007年（平成19年）には、コスタリカとマレー
シア両政府が、核不拡散条約（NPT）再検討会議
準備委員会、国連総会に改訂版の禁止条約案を提
出、2008年（平成20年）には潘基文（パン・ギムン）
国連事務総長も、核軍縮に関する５項目の提言を発
表して、禁止条約の検討を加盟各国に求めています。

8 　非核三原則

　非核三原則とは、核兵器を「持たない」「つくら
ない」｢持ち込ませない｣ という被爆国である日本
政府の3つの原則のことです。
　1967年（昭和42年）12月、当時の佐藤栄作首相が
国会（衆議院の予算委員会）で表明しました。1971
年（昭和46年）11月の衆議院で沖縄返還に関連して、
初めて国の方針（国是）として決議（国会の意志を
決めること）が行われました。

9 　北東アジア非核兵器地帯

　北東アジア非核兵器地帯とは、日本と韓国と北朝
鮮の3か国を ｢非核兵器地帯｣ にしようとするもの
です。条約として成立するためには、3か国に核兵
器が存在せず、核保有国（中国、ロシア、アメリカ）
は、3か国を核兵器で攻撃をしないと約束すること
が必要になります。
　日本では、1971年（昭和46年）に ｢非核三原則｣
の国会決議が行なわれ、また、韓国と北朝鮮による、

「朝鮮半島非核化共同宣言」が、1992年（平成４年）
に発効するなど、それぞれの国が非核化を表明しま
した。
　しかし、2006年（平成18年）10月、北朝鮮が核
実験を実施し、北東アジアの平和と安全が大きく脅
かされました。さらに、2009年（平成21年）5月25日、
北朝鮮は、2回目の核実験を実施し、「北東アジア非
核兵器地帯」の前提となる朝鮮半島の非核化の実現
は、さらに困難な状況になりました。
　今後、国際社会が結束して、北朝鮮の核を放棄さ
せることが、「北東アジア非核兵器地帯」の実現に
は必要となります。

アメリカの模擬核実験回数（2011年7月現在）

年
回　　数

臨界前
核実験

新型の
核性能実験

1997 2 0
1998 3 0
1999 3 0
2000 5 0
2001 2 0
2002 4 0
2003 1 0
2004 1 0
2005 0 0
2006 2 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 2 1
2011 1 1

合計 26 2
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北東アジア非核兵器地帯構想

世界の非核兵器地帯
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平和案内人
　（公財）長崎平和推進協会において、講座や研修を修了した「平
和案内人」が、被爆の実相と平和の尊さを伝え続けるため、原
爆資料館や被爆建造物等の案内を行っています。

国連軍縮週間行事
　10月24日から1週間の国連軍縮週間中に、市民の平和意識高
揚のため、屋外では戦時食やチャリティーコーナーを、屋内で
は、講演会や音楽会などの行事を行っています。

青少年ピースボランティア育成事業
　平和な社会を作っていくことを目的として、高校生や大学生
が被爆の実相や平和の尊さについて学び、さまざまな視点から
平和について考え、行動しています。

少年平和と友情の翼
　長崎の中学生が、沖縄を訪問し、沖縄戦に関する戦跡や資料
館の見学、那覇市の中学生との交流を通じて平和の尊さについ
て学びます。

世界平和祈念ポスター・標語展
　平和を願い、平和の尊さを伝えるポスターや標語を募集し、
入賞作品を長崎原爆資料館に展示します。

市民大行進
　国連軍縮週間（10月24日から1週間）の土曜日、原爆で犠牲
になられた方々の冥福を祈り、平和を訴えるため、平和祈念像
前から原爆落下中心地までを行進します。

平和の灯事業
　8月8日、平和公園の平和の泉で、小 ･ 中学生などが平和への
願いを書いた約6,000個の手作りキャンドルに火を灯し、平和
を願います。

青少年ピースフォーラム
　8月8日・9日の2日間、全国から長崎に集まる青少年と長崎の
青少年とが一緒に被爆の実相や平和の尊さについて学習し、交
流を深めます。

長崎市の主な平和活動
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長 崎 市 民 平 和 憲 章

　私たちのまち長崎は、古くから海外文化の窓口として発展し、諸外国との交流を通じて豊かな
文化をはぐくんできました。
　第二次世界大戦の末期、昭和20年（1945年）８月９日、長崎は原子爆弾によって大きな被害
を受けました。私たちは、過去の戦争を深く反省し、原爆被爆の悲惨さと、今なお続く被爆者の
苦しみを忘れることなく、長崎を最後の被爆地にしなければなりません。
　世界の恒

こう

久
きゅう

平和は、人類共通の願いです。
　私たち長崎市民は、日本国憲法に掲げられた平和希求の精神に基づき、民主主義と平和で安全
な市民生活を守り、世界平和実現のために努力することを誓い、長崎市制施

し

行
こう

100周年に当たり、
ここに長崎市民平和憲章を定めます。

１　私たちは、お互いの人権を尊重し、差別のない思いやりにあふれた明るい社会づくりに努め
ます。

１　私たちは、次代を担う子供たちに、戦争の恐ろしさを原爆被爆の体験とともに語り伝え、平
和に関する教育の充実に努めます。

１　私たちは、国際文化都市として世界の人々との交流を深めながら、国連並びに世界の各都市
と連帯して人類の繁栄と福祉の向上に努めます。

１　私たちは、核兵器をつくらず、持たず、持ちこませずの非核三原則を守り、国に対してもこ
の原則の厳守を求め、世界の平和・軍縮の推進に努めます。

１　私たちは、原爆被爆都市の使命として、核兵器の脅
きょう

威
い

を世界に訴え、世界の人々と力を合わ
せて核兵器の廃絶に努めます。

　私たち長崎市民は、この憲章の理念達成のため平和施
し

策
さく

を実践することを決意し、これを国の
内外に向けて宣言します。

� 平成元年３月27日　長崎市議会議決
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